
学童保育クラブの入所決定に係る優先順位の考え方

優先順位 １
・１～３年生の通年利用児童で、ひとり親世帯等特別な事情がある家庭

・１～６年生の障害児

優先順位 ３
・４～６年生の通年利用児童で、ひとり親世帯等特別な事情がある家庭

優先順位 ５
・１～３年生の長期休暇のみ利用児童で、ひとり親世帯等特別な事情がある家庭

優先順位 ７
・４～６年生の長期休暇のみ利用児童で、ひとり親世帯等特別な事情がある家庭

優先順位 ６
・１～３年生の長期休暇のみ利用児童

優先順位 ４
・４～６年生の通年利用児童

優先順位 ２
・１～３年生の通年利用児童

優先順位 ８
・４～６年生の長期休暇のみ利用児童

優先順位が同じ場合は、利用児童の学年、保護者の勤務日数・勤

務時間、同居家族（兄弟・祖父母等）の有無等を勘案し決定する

優先順位２までは、原則全員入所


